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Ⅰ. はじめに 

 

○ 令和３年１月、中央教育審議会は、「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～全て

の子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～」（以下「答

申」という。）を答申し、今日の学校教育が直面している課題として子供たちの多様化を

挙げ、「令和の日本型学校教育」の構築に向けた今後の方向性として、多様性を軸にした

学校文化となり、子供たち一人一人の個性が生きるよう、「個別最適な学び」と「協働的

な学び」を適切に組み合わせた学習を実施していくべきであるとしている。 

 

○ 特別支援教育は、従前より、障害のある子供一人一人の教育的ニーズに対応して、全て

の子供たちの可能性を引き出し、持てる力を最大限度まで高めるための個別最適な学び

と、協働的な学びが実現されるよう、個に応じたきめ細かな学習の工夫を実施してきた。

こうした特別支援教育の考え方は、特別支援教育分野の専門性向上や進展のみならず、ま

た、障害の有無にかかわらず、教育全体の質の向上に寄与するものである。 

 

○ 平成 26年に我が国が批准した「障害者の権利に関する条約」や、平成 27年に国連で採

択された「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」など、障害の有無に拠らず、一人

一人の力が発揮される環境の整備が求められていることは国際的な潮流からも窺え、学

校を含めた社会全体が共生社会に向けた大きな変革の中にある。 

 

○ こうした中、また、障害のある子供の自立と社会参加を目指した取組を含め、学校教育

についてもは、障害者の権利に関する条約に基づき、共生社会の形成に向けたやインクル

ーシブ教育システムの構築のために、重要な役割を果たすことが求められている。これま

で、特別支援教育は、「特殊教育」として、障害の種類や程度に対応して教育の場を整備

し、そこできめ細かな教育を効果的に行うという視点で展開されてきた。しかし、特別支

援教育を受ける児童生徒がの増加しや、通常の学級においても、障害のある児童生徒が増

加している。こうしたことからこと等を踏まえ、特別支援学校、特別支援学級、通級によ

る指導といった学びの場だけでなく、小中学校等の通常の学級においても「特別支援教育」

を推進する必要性が高まっている。 

 

○ さらに、学校において、こうした理念に基づき実践を進めていくためには、「障害」は

個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用によって創り出されているものであり、

社会的障壁を取り除くのは社会の責務である、という「社会モデル」の考え方の下、全て

の教師が、環境整備の重要性を認識し、特別支援教育に関する理解を深め、専門性を持つ

ことが不可欠な状況となっている。国、教育委員会、大学及び学校等が、崇高な理念の下

に一体となって改革に邁進していくことが、必要欠くべからざる方針である。 
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○ 答申と同月、新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議は、「新しい時代

の特別支援教育の在り方に関する有識者会議報告（以下「報告」という。）」をまとめ、本

報告の中では、特別支援教育を担う教師に求める資質能力や、養成・採用・研修等に関す

る今後の方向性が示され、具体的な取り組むべき内容については、別途検討することが必

要とされた。 

 

○ こうした答申及び報告並びに現在進行中の「『令和の日本型学校教育』を担う教師の在

り方特別部会」における審議の基本的な方向性を踏まえ、本報告は、「特別支援教育を担

う教師の養成の在り方等に関する検討会議（以下「本検討会議」という。）」において出さ

れた意見や議論を基に、特別支援教育を担う教師の養成・採用・研修等に関して、今後、

国、教育委員会、大学及び学校等において取り組むべき内容の方向性を示したものである。 

 

○ 上述のとおり、特別支援教育に関する知見や経験は、教育全体の質の向上に寄与するこ

とから、学校教育関係者のマインドを改革し、特別支援教育に関わる教師を増やしていく

ことが、学校教育を変えていくための鍵となるといえる。合わせて、特別支援教育に携わ

る教師の専門性を担保することも不可欠であり、本報告には、両観点のバランスを勘案し

た上で、教師のキャリアパスを中心とした具体的方向性をⅣ及びⅤに盛り込んでいる。 

 

○ 本報告の具体的方向性について法的な強制力はないものの、今後、国において、必要な

調査等を実施して具体的方向性に対する実施状況をフォローアップするなどして実現を

図ることを求めている。その実現は、現場の教育関係者のビジョンに基づく取組次第であ

り、各関係者におかれては、その具体化に向けてご尽力いただきたい。 
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Ⅱ. 現状 

 特別支援教育に関わる教師を取り巻く環境や状況は、本章で述べる通り大きく変化して

おり、障害のある子供の教育の充実や教師の専門性向上に向け、以下の現状を踏まえ、今

後の対応を検討することが必要である。 

 

（特別支援教育を巡る状況の変化） 

○ 少子化により学齢期の児童生徒の数が減少する中、障害や特別支援教育に関する理解

や認識の高まり、障害のある子供の就学先決定の仕組みに関する制度の改正等により、

通常の学級に在籍しながら通級による指導を受ける児童生徒、特別支援学級又は特別支

援学校に在籍する児童生徒の数は増加している。 

 

○ 関連制度の改正や各学校・教育委員会設置者の取組により、特別な支援を必要とする

障害のある子供の学びの場が充実するとともに、通級による指導や交流及び共同学習の

充実等により、それぞれの学びの場が柔軟で連続性のあるものになりつつある。 

 

（特別支援学校教諭免許状の教職課程を有する大学の数） 

○ 令和３年度において、特別支援学校教諭免許状（１種免許状）のうち、視覚障害領域

の教職課程を有する大学数は 11大学（国立：10、公立：0、私立：1）、聴覚障害領域は

19大学（国立：15、公立：0、私立：4）、知的障害領域は 166大学（国立：52、公立：

7、私立：107）、肢体不自由領域は 161大学（国立：51、公立：7、私立：103）、病弱領

域は 156大学（国立 48、公立：7、私立：101）となっており、特に視覚障害及び聴覚障

害の領域において、必ずしも十分な教職課程が全国に分布していない。  

 

（教職課程コアカリキュラム） 

○ 発達障害を含む特別な支援を必要とする児童生徒が通常の学級に在籍していることを

前提に、小学校教諭等の養成を目的とする教職課程においては、「教職課程コアカリキ

ュラム（令和３年８月４日 教員養成部会決定）」（以下「基礎免許状コアカリキュラ

ム」という。）が策定されるとともに、令和元年度入学生からは、発達障害や軽度知的

障害をはじめとする様々な障害種等により特別の支援を必要とする幼児、児童、生徒に

対する特別支援教育の基礎的内容を、全ての学生が１単位以上修得することが義務付け

られている。さらにまた上記とは別に、小学校又は中学校教諭の普通免許状の取得に当

たっては、特別支援学校や社会福祉施設等で介護等体験を行うことが義務付けられてい

る。このように、特別支援学校の教師を目指す学生のみならず、小学校等の教師を目指

す学生全てにおいて、特別支援教育に関する学びは重要なものとなっている。これらの

学びを十分に特別支援教育に活かしていくことが重要である。 
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○ 現在、特別支援学校教諭免許状の教職課程コアカリキュラムは作成されていない。実

際の大学現場では、教育職員免許法において定める法定単位数は満たしているものの、

各領域に関連する授業科目の開設数の偏りや担当教員による教授内容の取り上げ方にば

らつきがあることに伴い、カリキュラムの質の確保に関する課題が挙げられており、答

申や報告においても、教職課程の内容や水準を全国的に担保するため、小学校等の教職

課程同様、共通的に修得すべき資質能力を示したコアカリキュラムを作成することが必

要と提言されている。 

 

（特別支援学校教諭免許状の保有率） 

○ 特別支援学校の教師は、小学校等教諭の基礎となる免許状に加え、特別支援学校教諭

免許状を有していなければならないが、教育職員免許法附則第 15 項の規定により、当

分の間、特別支援学校教諭免許状を有していなくても特別支援学校の教師になれること

とされている。 

 

○ 特別支援学校教諭免許状を取得するためには、大学等において、特別支援教育や障害

種毎の特別支援教育領域の単位を修得する方法のほか、現職教師としての勤務年数等を

加味し、修得単位数を軽減する方法もある。 

 

○ 中央教育審議会答申「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について～学

び合い、高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて～（平成 27年 12月）」におい

ては、「･･･教育職員免許法附則第 16項（※現行第 15項）の廃止も見据え、平成 32年

度までの間に、おおむね全ての特別支援学校の教員が免許状を所持することを目指し、

国が必要な支援を行うことが適当である。」「小中学校の特別支援学級担任の所持率も現

状の２倍程度を目標として、特別支援学校教諭免許状の取得を進めることが期待され

る」と記載している。この答申も踏まえ、これまで、国及び任命権者により取組が進め

られることで、免許状保有率は着実に向上してきたものの、特別支援学校の教師の特別

支援学校教諭免許状の保有率は 84.9％に留まっている（令和２年度時点）。特に、視覚

障害や聴覚障害の領域の免許状保有率が全体的に低い状況にある。なお、特別支援学級

や通級による指導に特別の免許状は要しないが、特別支援学級の担当教師の特別支援学

校教諭免許状の保有率は 31.2％である（令和２年度時点）。 

 

（教員採用における工夫） 

○ 平成 30年度時点では、19の都道府県・指定都市教育委員会において、小学校又は中

学校教師の採用選考で特別支援学校教諭免許状保有者への加点を行っているという結果

であった。また、その他の取組例としては、特別支援学校の教師の採用選考において、

複数の領域が定められた特別支援学校教諭免許状を有する者（取得見込の者）に加点を
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したり、特別支援学校教諭免許状保有者を特別支援学校（学級）に優先的に採用すると

いった取組を実施する都道府県教育委員会等の任命権者も見られる。 

 

（校長の特別支援教育に関わる教職経験） 

○ 小学校又は中学校の校長自身の通級による指導や特別支援学級、特別支援学校など特

別支援教育にかかわる教職経験について、特別支援学級等での教職経験の無い校長は、

小学校で 70.6％、中学校で 75.4％である。一方、現在、82.3％の学校（小学校、中学

校、義務教育学校を含む。令和２年度時点。）に特別支援学級が設置されている状況を

踏まえると、多くの学校で特別支援学級等での教職経験のない校長が特別支援教育を含

めた学校経営を行っていることとなる。 

 

（特別支援学級担任の雇用形態等) 

○ 小・中学校の学級担任の雇用形態として、小学校の学級担任全体における臨時的任用

教員の割合は 11.49%であるのに対し、特別支援学級の臨時的任用教員の割合は

23.69%、中学校の学級担任全体における臨時的任用教員の割合は 9.27%であるのに対

し、特別支援学級の臨時的任用教員の割合は 23.95%である。また、小学校の臨時的任用

教員の割合は 11.06％、中学校は 10.90％であるのに対し、特別支援学校は 16.92％にの

ぼる。この様に、特別支援教育に関わる教師が、他の教師と比べて、長期的な視野に立

って計画的に育成・配置されているとは言い難い現状にある。

 

（校長及び教師としての資質の向上に関する指標） 

○ 平成 29年度以降、都道府県教育委員会等の任命権者では、文部科学大臣の定めた指

針（公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指

針）を参酌し、教師が経験等に応じて向上を図るべき資質に関する指標（以下「教員育

成指標」という。）を定めるとともに、教員育成指標を踏まえた体系的な研修を計画・

実施することとされている。 

 

○ 教員育成指標「校長及び教師としての資質の向上に関する指標」として特別支援教育

に関する事項を明示している任命権者は少ないことが指摘されており、特別支援教育に

関する知見が全ての校長及び教師に求められている状況が反映されていない。 

 

（特別支援学校のセンター的機能） 

○ 特別支援学校は、学校教育法第 74条に基づき小学校等の要請に応じて必要な助言や

援助を行うよう努めることとされており、国立及び公立の特別支援学校において、セン

ター的機能を主として担当する分掌・組織を設けている特別支援学校は９割を超えてい

る。 
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○ 特別支援教育を巡る状況が日々の変化に伴い、特別支援学校のセンター的機能とし

て、コーディネート機能を発揮し、特に幼児教育段階、高等学校段階における特別支援

教育の推進や、通級による指導など発達障害をはじめとする障害のある児童生徒等への

指導・支援機能を拡充するなど、インクルーシブ教育システムの中で重要な役割を果た

すことが求められている。 

 

○ 特別支援学校において、教師が全てに対応するのは限界があるため、理学療法士

（PT）、作業療法士（OT）、言語聴覚士（ST）等の外部専門家と連携を深めていくことも

重要となっている。 

 

（特別支援教育コーディネーター） 

○ 全ての学校における特別支援教育コーディネーターの指名等については、「特別支援

教育の推進について（通知）」（平成 19年４月１日付け 19文科初第 125号文部科学省初

等中等教育局長通知）等で周知されている。この中で、その指名、位置づけ及び役割に

ついて、「各学校の校長は、特別支援教育のコーディネーター的な役割を担う教員を

『特別支援教育コーディネーター』に指名し、校務分掌に明確に位置付けること。特別

支援教育コーディネーターは、各学校における特別支援教育の推進のため、主に、校内

委員会・校内研修の企画・運営、関係諸機関・学校との連絡・調整、保護者からの相談

窓口などの役割を担うこと。 また、校長は、特別支援教育コーディネーターが、学校

において組織的に機能するよう努めること。」と明記している。平成 30年度における学

校（国公私含む）における特別支援教育コーディネーターの指名率は、幼稚園で

61.9%、小学校で 99.2%、中学校で 95.2%、高等学校で 83.8%である。 

 

○ 特別支援教育に関わる社会情勢の変化や、特別支援教育コーディネーターの各学校に

おける実績等も踏まえ、学校間や教育委員会との連絡調整等を担う特別支援教育コーデ

ィネーターの役割を改めて認識し、指名率の向上のみならず、教師の資質能力の向上に

指導的な役割を果たせるよう質の確保にも努めていく必要がある。また、設置者を超え

た学校間の引継ぎなど切れ目のない連携を促進する力も求められている。 

 

（独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の役割・取組） 

○ （独）国立特別支援教育総合研究所（以下、「特総研」という。）は、我が国の特別支

援教育のナショナルセンターとして設置され、特別支援教育に関する実践的な研究を総

合的に行い、及び特別支援教育関係職員に対する専門的、技術的な研修を行うこと等に

より、特別支援教育の振興を図ることを目的としている。特に、特別支援教育を担う教

師の専門性向上に向けて、主に以下の取組を進めている。 
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・ 特別支援学校の教員の特別支援学校教諭免許状保有率が低い視覚障害領域及び聴覚障

害領域について、教育職員免許法施行規則第 7条の第２欄に掲げる科目の単位を修得

できるよう、免許法認定通信教育を開設し、特別支援教育に携わる教員の免許状取得

の促進を支援している（平成 28年～令和 2年度：延べ 5,235名が単位を修得）。 

・ 各都道府県等において特別支援教育の中核となる指導者の養成を目的とする特別支援

教育専門研修を実施するほか、当該研修受講者のうち、希望する者に対して、教育職

員免許法施行規則第 7条の第１欄、第２欄及び第３欄に掲げる科目の一部又は全部の

単位を修得できる免許法認定講習を開設し、特別支援学校教諭免許状の取得等に必要

な単位を授与している（平成 28年度～令和 2年度：延べ 1,004名が単位を修得）。 

・ 障害のある児童生徒等の教育に携わる教職員の資質向上を図る主体的な取組を支援す

るため、インターネットによる講義配信「NISE学びラボ（特別支援教育 eラーニン

グ）」を実施している。 
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Ⅲ. 主な課題 

本検討会議におけるヒアリングや議論の過程で挙げられた主な課題は、以下の通りで

ある。 

 

１．特別支援教育を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について 

（養成関係） 

○ 特別支援学校教諭免許状について、その取得が可能な大学数は一定程度充実している

ところであるが、前述のとおり各大学において、各領域に関連する授業科目の開設数の

偏りや担当教員による内容の取り上げ方にばらつきがある。また、専門性を有する大学

教員の確保が難しく、非常勤講師に依頼せざるを得ない状況も指摘されており、教職課

程の質の向上が課題となっている。 

 

○ 前述の答申及び報告のとおり教員養成においては、学校での課題解決に向けた「現場

の経験」を重視する学びが重要である。大学によっては１年次などの早期から校外実習

に取り組む例もあり、中央教育審議会「令和の日本型学校教育」を担う教師の在り方特

別部会における審議を踏まえた対応が求められる。 

 

○ 本検討会議においては、特別支援学校教諭免許状の教職課程を置く大学において特別

支援学校教諭を目指して教職課程を履修している学生以外の者（小学校等教諭免許状を

履修する学生）に対しても、特別支援学校教諭免許状の取得に向けた単位修得等を促進

することも重要であるとの意見もある。 

 

○ また、幼稚園、小学校、中学校、高等学校教諭免許状の取得にあたっては、令和元年

度より、特別支援教育に関する科目を１単位以上修得しなければならないこととなった

が、今後の免許状の取得者の状況を踏まえ、他の教職課程に係る課題と併せて、特別支

援教育の内容の更なる充実を検討する必要がある。 

 

（採用関係） 

○ 特別支援学校教諭を目指した履修を行っていない教職課程の学生の中にも、特別支援

教育に関する学習やボランティア経験等を積んだ学生がいるため、そうした学びの履歴

を可視化することで、採用時のインセンティブ又は採用後の継続的な学びに活用するよ

うな仕組みづくりも考えられる。 

 

○ 特別支援学校の教員採用について、各部に対応した基礎免許状に加え、中・高等部に

おいては各教科の免許状の保有状況を踏まえた募集方法が工夫されているが、特に高等

部の教師として必要な免許状を有する志願者の確保に困難を抱える教育委員会がある。 
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（管理職を中心とした学校内の特別支援教育体制の整備、キャリアパス、人事交流） 

○ 特別支援教育では、従前より、障害のある子供一人一人の教育的ニーズに対応して、

全ての子供たちの可能性を引き出す個に応じたきめ細かな学習が重視されてきた。学校

関係者が、「個別最適な学び」や「協働的な学び」の充実を図っていく上で、各教師が

特別支援教育に関する知識や経験を得ていくことは、通常の学級における児童・生徒理

解や教育支援という観点からも非常に重要である。 

 

○ 小学校等の管理職で特別支援教育に関する経験を持つ者が少ない状況にあるが、学校

全体で障害のある子供を含めた子供の学びの保障を行うため、また、教師の特別支援教

育に関する専門性を向上させるためには、管理職自身の特別支援教育に関する理解と経

験、リーダーシップが不可欠であり、養成・採用・研修の各段階でその資質能力を高め

る工夫が必要である。 

 

○ 一人一人の教師が、連続性のある多様な学びの場で、障害のある子供を含め、一人一

人の子供等と向き合っているが、今後、特別支援学校や特別支援学級のみならず、通常

の学級に在籍する障害のある子供についても学びやすい環境を整えるため、これまでの

特別支援教育に対する学びの成果を鍵として、教師あるいは学校全体で、より一層、そ

の教育の質を向上させていくことが重要である。 

 

○ 小学校等においては、特別支援学級に在籍する児童生徒の指導に担任以外の教師が関

与していないという状況も見受けられる。少なくない。通常の学級の担任の専門性を高

めていく観点から、特別支援学級又は通級による指導と通常の学級の教師が相互に学び

合う工夫や学校全体で特別支援教育に関する学びを支える仕組みが求められる。 

 

○ 特別支援学級や通級指導教室の増減に伴い、指導経験豊かな教師が人事異動により転

出し、指導経験の少ない教師が配置される場合があり、人事交流による専門性向上な

ど、特別支援教育を担当する教師の指導の質を確保する人事上の仕組みの在り方につい

ても検討が必要である。 

 

○ 特別支援学級担任や通級による指導担当者は、特別支援教育コーディネーターの役割

を担っている場合が多く、その運用や役割等については、各学校において様々な特色が見

られる。また、特別支援教育コーディネーターの資質能力は、これまで個人の力量や経験

等に依拠した形となっている。各学校において特別支援教育コーディネーターが立場を

問わず学校全体を見渡し、必要な役割が果たせるような校内体制の構築が求められる。 
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（特別支援教育を担う教師の研修） 

○ 小学校等の特別支援学級や通級による指導を担当する教師及び特別支援学校の教師

は、全ての教師に共通して求められる基本的な知識技能を上回る専門性を身に付けられ

るよう、現職研修の効果的な充実に向けた組織的対応が必要である。 

 

○ 特別支援教育コーディネーター、特別支援教育担当の指導教諭や主幹教諭など、特別

支援教育に関する高い指導力を有する者を地域や学校における特別支援教育のリーダー

として配置・育成していく必要がある。そのため、特別支援教育の経験のある教師の大

幅な増加や、管理職の人材育成のためのマネジメント能力の向上、任命権者の人事施策

と連動した取組の推進が不可欠である。 

 

○ 都道府県教育委員会等の任命権者において、初任者や中堅教師、管理職等の段階に応

じた、特別支援教育に関する教員育成指標を作成するとともに、当該育成指標と研修内

容の連動を図りつつ、人材育成や研修受講履歴の記録管理等を行っていくことが必要で

ある。その中で、特総研の果たす役割は大きい。 

  

（その他） 

○ 教育職員免許法附則第 15 項の規定により、当分の間、特別支援学校教諭免許状を所

持していなくても特別支援学校の教師になることを認めていることは、専門性を十分に

確保する上で課題があるが、他方で、同項を直ちに廃止することは、特別支援教育に携

わる幅広い人材の確保に影響を与え、人事交流等の停滞にも繋がり得るため、免許取得

計画の作成等の工夫により当面の課題の解決を図る必要がある。 

 

２．特別支援学校教諭免許状の教職課程コアカリキュラムの在り方について 

○ Ⅲの１．において示した教職課程の質の向上のために、全国の大学の特別支援学校教

諭免許状の教職課程に共通に求めるべき資質能力を示した「特別支援学校教諭免許状の

教職課程コアカリキュラム」を作成することが望まれる。 

 

○ 作成にあたっては、先行する基礎免許状コアカリキュラムとの関連を図るとともに、

特別支援学校教諭免許状の教職課程コアカリキュラムで求める資質能力として、答申及

び報告を踏まえ、特別支援学校学習指導要領を根拠にした、知的障害者である子供に対

する教育を行う特別支援学校の各教科等、自立活動、重複障害者等に関する教育課程の

取扱いや発達障害を位置づける自立活動に関する内容の各領域での取扱い、知的障害に

関する教育課程及び指導法の取扱い、重複障害者等に関する教育課程及び指導法の取扱

い及び発達障害に関する内容の取扱いを位置づけることが求められている。その際、教
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職課程認定基準（平成 13年 7月 19日教員養成部会決定）との整合性を図ることが必要

である。 

 

○ また、構成や目標設定等については、基礎免許状コアカリキュラムとの内容の系統性

に留意するとともに、大学の課程の状況も踏まえつつ、第１欄から第４欄における内容

の関連に留意して整理することが必要である。また、特別支援学校教諭免許状に定める

障害の領域によらず、全国の当該免許状を取得する学生が共通に学修すべき基礎的な範

囲については、特別支援学校学習指導要領（平成 29年４月公示・平成 31年２月公示）

等を根拠に、必要最低限となるよう留意することが望ましい。 
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Ⅳ．教師の専門性の向上のための具体的方向性 

○ 特別支援教育を担う教師の専門性を向上し、質の高い集団をつくり、それを支えていく

ために、養成・採用、教師の継続的な学びを支える研修・キャリアパス等について、関係

者ごとに以下の方策を講じる。 

 

１．全ての教師 

（全ての教師に対し特別支援教育の知見や経験を蓄積するための組織的対応） 

○ 現在進行中の「『令和の日本型学校教育』を担う教師の在り方特別部会」における審議

の基本的な方向性も踏まえつつ、文部科学大臣が定める教師の資質向上に関する指針等

において、養成・採用・研修等の段階にわたって、全ての教師に求められる基本的な資質

能力として、特別支援教育に係る知識を重要な柱として明確に位置づける必要がある。 

 

○ その上で、小学校等において、通常の学級と、通級による指導や特別支援学級、特別支

援学校の間で連携した指導の充実を図り、教師が協働しながら専門性の層を着実に厚く

していく仕組みをつくり、特別支援教育に係る経験を有する教師を増やしていくことが

必要である。 

 

○ 抜本的に特別支援教育の経験者を増やすためには、原則として全ての教師が比較的若

い時期に特別支援教育を担当することが最も有効であり、今後特別支援教育の対象者の

更なる増加が見込まれる状況を踏まえても必要性が認められる。 

 

○ すなわち、新規採用から長時間経過していない期間において、多くの教師が障害のある

児童生徒の学びの特性を理解し、特別の教育課程に基づく個別の指導計画や個別の教育

支援計画の作成に携わりながら、学習指導案を作成し、年間を通じて実際に指導に当たる

機会を設けることが不可欠と考える。 

 

○ また、特別支援学級特別支援学校や特別支援学校学級、通級による指導の担当教室に配

置されていない時期においても、自らの日々の経験や他者から学ぶといった「現場の経験」

を重視したスタイルの学びが求められるようになっていることを踏まえ、学校における

様々な機会や場面を、教師の学びの場として位置付け活用していくなど、日常的に障害の

ある子供の支援に携わる機会等をな OJTを充実させることが重要である。 

 

○ なお、特別支援教育の専門性を担保する観点から、特別支援教育を初めて担当する教師

や、特別支援教育に携わる経験の浅い教師に対しては、校内・地域内で知見のある教師を

中核とした支援体制の整備や研修の実施、参考となる手引の利用の推奨、特別支援学校の

センター的機能による特別支援コーディネーターの派遣等を通じて、教育委員会や管理
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職により当該教師の学びを支えるための仕組みや環境を整えることが不可欠である。 

 

〈具体的方向性〉 

・ 校長は、校内の（通常の学級と、特別支援学級、通級指導教室、特別支援学校による

指導、通常の学級と特別支援学級、通常の学級と特別支援学校分教室）及び域内（小中

学校等と特別支援学校）の教師間によるとの間で、交換授業や研究授業研究をするなど

して、特別支援教育経験者を計画的に増やす体制の構築に努めること。、学級担任外の

教師を特別支援学級の専科指導担当、通級による指導のチームティーチングの担当の

一人として配置・活用するなど OJT により資質能力の向上を図り、特別支援教育経験

者を増やすこと。 

・ 任命権者教育委員会及び校長は、全ての新規採用教員がおおむね 10年目までの期間

内において、特別支援学級の教師や、特別支援学校の教師や、特別支援学級、通級指導

教室の担任や授業担当を複数年経験することとなる状態を目指しよう、人事上の措置

を講ずるよう努めること。合わせて、採用から 10年以上経過した教師についても、特

別支援教育に関する経験を組み込むよう努めること。 

・ 特別支援学級への担任配置にあたり、 

― 特別支援学級の担任が特別支援教育に携わった経験の浅い教師だけに偏った配置

になってしまう場合 

― 教育職員免許法上の当該教科の免許保有者数と学校全体の授業時数等との関係

上、特別支援学級への配置が困難な場合 

― 特別支援学校教諭免許状保有者のみを特別支援学級担当として採用・配置してい

る場合 

など、全ての教師を特別支援学級の担任として配置することが難しい状況においては、

任命権者及び校長は、機械的、かつ、一律に特別支援学級の担任として若手教師を配置

するのではなく、特別支援学級において年間を通じて責任をもって特定の教科の授業

を担当させることとするなど、必要な経験が得られるよう努めること。任命権者によっ

ては、特別支援教育の質の確保の観点から、特別支援学校教諭免許状の保有者のみを特

別支援学級担当として採用・配置しており、全ての教師を特別支援学級等に配置するこ

とが困難な場合がある。その際は、特別支援学級担当以外の教師に対し、キャリアに応

じた研修機会の提供や、特別支援教育における中核となる教師からその知見や経験を

共有できる体制の確保等に努めること。 

・ 任命権者教育委員会及び校長は、主幹教諭、指導教諭及び管理職のキャリアパスとし

て、特別支援学級担任、通級による指導の担当や特別支援教育コーディネーター等の特

別支援教育に関する経験を組み込むよう配慮すること。 

・ 任命権者教育委員会及び校長は、採用時からキャリアに応じて、特別支援教育につい

て採用時から採用後にかけて、学校内外で当該教師の育ちと学びを関連付けて支える
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仕組みを構築し、積極的にキャリアに応じた研修を実施・推奨すること。その際、特総

研の学習研修コンテンツ等も活用すること。 

 

２．特別支援学級、通級による指導を担当する教師 

（採用、配置の在り方） 

○ 特別支援学級、通級による指導を担当する教師には、養成段階における実習等や、「現

場の経験」を含む質の高い学びが重要である。特に採用後は、特別支援教育に関する専門

性を向上させるとともに、配置された学級等の状況を踏まえ、単位修得や体験、教員育成

指標や研修受講履歴等を手がかりとして、管理職等が積極的な対話を行い、本人の特性や

希望、将来のキャリアパスを見据えた人材育成を行うことが求められる。  

 

○ また、長期にわたり特別支援教育の中核として活躍する教師や、幅広く学校経営につい

ても経験を積む教師等、職場で様々な職責ごとに役割を区分し、それぞれの特別支援教育

に関するキャリアの段階とキャリアアップの要件を確認できるような人材育成計画を作

成するなど、キャリアパスの複線化を図り、多様な人材を育成することも重要である。 

 

○ 高等学校においては、平成 30年度に通級による指導の制度化が開始したところであり、

特別支援教育に関する知識が十分でないため、高等学校において通級による指導を担う

教師の育成も必要である。 

 

〈具体的方向性〉 

・ 大学及び教育委員会は、大学と連携し、大学における特別支援教育に関する単位

の取得状況や、特別支援教育に関わる体験やボランティア、特別支援教育支援員等

の経験について、採用選考試験において考慮（採用選考試験における加点等）する

こと。 

・ 教育委員会及び校長は、特別支援学級の担任に対し、継続して、学校内外で当該

教師の育ちと学びを関連付けて支える仕組みを構築すること。その際、特別支援学

校教諭免許状の取得に向けた免許法認定講習等を学びの機会として活用すること。 

・ 校長及び教育委員会は、特別支援学級や通級による指導におけるキャリアを積み、

特別支援教育の中核として活躍する教師と、通常の学級も経験しながら全体的な学

校経営の経験を積む教師とを計画的に育成する等の視点を持って人材育成を行うこ

と。 

・ 教育委員会及び、校長及び特総研は、特別支援学級の担任と通級による指導を担

当する教師にそれぞれ求められる資質能力を踏まえた上で、適切な研修を実施・推

奨する設けること。その際、特総研の学習コンテンツ等もを活用すること。 

 



資料２ 

 

17 

 

（人事交流の促進） 

○ 特別支援学級や通級による指導を担当する教師には、特別支援教育に対する高い専門

性が求められるため、特別支援学校との人事交流等の工夫を通じて、主体的に学びを深め

ることができる環境づくりを進めていくことが重要である。 

 

〈具体的方向性〉 

・ 教育委員会が、小中学校等と特別支援学校との人事交流について、目的を明確

化するとともに、それに応じて人事交流期間を柔軟に設定すること。また、人事

交流期間中及び後の特別支援学校教諭免許状の取得を目指した計画の進捗状況を

把握し支援するなど、目的の達成に向けた工夫を講ずること。 

対し、各地域の自主性に配慮しつつも、その拡充と質の確保を図ること。その際、 

－ 交流人事協定書の目的の明確化 

－ 目的に応じた柔軟な人事交流期間の設定 

－ 人事交流期間中及び後の特別支援学校教諭免許状の取得を目指した計画の、取得

に向けた進捗状況の把握・サポート 

等、目的の達成に向けた工夫を講ずること。 

 

（小学校等における特別支援教育コーディネーターの充実） 

○ 小学校等における特別支援教育コーディネーターは、特別支援学級の担任が主に担っ

ている実態があるが、特定の教師教員に負担が偏ることなく、また、特別支援教育コーデ

ィネーターの役割が十分に発揮されるような人材の配置と、研修等の支援体制を構築す

ることが必要である。 

 

○ また、特別支援教育コーディネーターには、地域で切れ目ない支援を充実するために、

教育のみならず、他分野も含めた関係機関や外部専門家等との連携という重要な役割が

ある。校長は、こうした役割が発揮できるように校内体制を整備することが重要である。 

 

〈具体的方向性〉 

・ 全ての学校は、学校内の特別支援教育推進体制の向上という観点から、校務分掌

上に特別支援教育コーディネーターを位置付けること。 

・ 校長は、特別支援教育コーディネーターには、特定の学級だけでなく、学校全体

を見渡し、外部の関係機関とも円滑に調整・連携を行うことができる立場又は資質

能力を有する教師を充てること。 

・ 特別支援学校の特別支援教育コーディネーターを経験した者であって人事交流に

より小学校等に勤務している者等による校内研修の実施や、特別支援教育コーディ

ネーターの複数指名などにより、チーム体制が組織的に機能するよう努めながら、
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各教師の専門性向上や学校内体制の充実を図ること。 

・ 教育委員会においては、特別支援教育コーディネーターの専門性向上のため、イ

ンターネットによる講義配信等を含めた研修の実施を積極的に進めるなど受講機会

の促進に努めること。その際、特総研の学習コンテンツ等も活用すること。は、研

修内容について具体的に研究し学習コンテンツの充実に努めること。 

・ 国は、各学校における指名の状況を踏まえつつ、特別支援教育コーディネーター

の法令上の位置付けを検討すること。 

 

３．特別支援学校の教師 

（特別支援学校の教師の免許保有率の向上） 

○ 教育職員免許法附則第 15項の将来的な解消を見据えつつ、国、教育委員会及び特別支

援学校において、特別支援学校の教師の特別支援学校教諭免許状の保有率 100%を目指し

て引き続き取組を進めるとともに、人事交流により幅広い人材育成が可能となるよう対

応の方向性を明確化することが必要である。 

 

〈具体的方向性〉 

・ 各特別支援学校の設置者は、必要な領域を定めた特別支援学校教諭免許状を有し

ない教師を特別支援学校に配置しようとする場合においては、 

① 当該教師の前任校が、小学校等の他の学校種又は他の障害種を対象とする特別

支援学校であるとともに、 

② 配置しようとする障害種の特別支援学校の教師として必要な特別支援教育領域

の特別支援学校教諭免許状を取得する計画がある者 

に限ること。 

・ 国は、教育委員会における特別支援学校教諭免許状取得に向けた優れた取組（特

別支援学校教諭免許状の保有率に加え、免許取得計画の作成やと単位修得状況の把

握等）を把握するとともに、教育委員会における優れた取組事例を展開すること。  

 

（人事交流の促進） 

○ 特別支援学校における幅広い勤務経験に加え、様々な教育現場を経験することにより、

各教科等における指導力の向上等、教師としての資質能力の幅を広げるため、小中学校等

への人事交流を通じて、一人一人の教師が主体的に学ぶことができる環境づくりを進め

ていくことが重要である。 

 

〈具体的方向性：【P16の〈具体的方向性〉の再掲 P15中段の〈具体的方向性〉最初の

再掲】〉 

・ 教育委員会が、小中学校等と特別支援学校との人事交流について、目的を明確化
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するとともに、それに応じて人事交流期間を柔軟に設定すること。また、人事交流

期間中及び後の特別支援学校教諭免許状の取得を目指した計画の進捗状況を把握し

支援するなど、目的の達成に向けた工夫を講ずること。対し、各地域の自主性に配

慮しつつも、その拡充と質の確保を図ること。その際、 

－ 交流人事協定書の目的の明確化 

－ 目的に応じた柔軟な人事交流期間の設定 

－ 人事交流期間中及び後の特別支援学校教諭免許状の取得を目指した計画の策定、

取得に向けた進捗状況の把握・サポート 

等、目的の達成に向けた工夫を講ずること。 

 

（特別支援学校におけるセンター的機能及び特別支援教育コーディネーターの充実） 

○ 特別支援学校は、学校教育法第 74条に基づくセンター的機能を効果的に発揮するため、

特別支援学校の特別支援教育コーディネーターが重要な役割を担っており、地域によっ

ては、域内の教育資源の組み合わせの中でコーディネーター機能を発揮し、指導・支援機

能を拡充するなどの取組も推進されるなど、その運用や役割等について様々な特色が見

られる。 

 

○ その本来の役割を果たすため、適任者を充てるとともに、研修等で支援することにより

充実を図ることが求められる。 

 

〈具体的方向性〉 

・ 特別支援学校の校長及び特別支援教育コーディネーターは、地域の状況やニーズ

を踏まえ、積極的にセンター的機能を果たすことができるよう、日常的な状況把握

や支援の充実を図ること。 

・ 特別支援学校の各設置者及び校長は、センター的機能を効果的に発揮することが

できるよう、小中学校等における状況を理解し、外部専門家や関係機関とも連携し

つつ、効果的な支援ができる者を配置すること。 

・ 各設置者及び学校は、特別支援教育コーディネーターに対する効果的な研修を実

施し、すること。その際、特総研の学習コンテンツ等も活用すること。特総研は、

研修内容や学習コンテンツの活用など研修方法の在り方について、具体的に研究し

ていくこと。 

・ 国は、小学校等における特別支援教育コーディネーターの状況も踏まえ、特別支

援教育コーディネーターの法令上の位置付けを検討すること。 
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Ⅴ．各関係者に求められる具体的方向性 

本章においては、Ⅳに掲げた具体的方向性のほか、各関係者において取り組むべき方向性

を示したものである。 

 

１．管理職 

（学校全体による支援体制の構築、対話や研修の奨励） 

○ 全ての学校において、管理職は、特別支援教育を学校運営の柱の一つとして据え、自ら

専門性を高めるとともに、特別支援教育をリードしていかなければならない。 

 

○ 具体的には、管理職は、特別支援教育に関する教員育成指標や、研修受講履歴等を手が

かりとして、教師本人と積極的な対話を行うとともに、キャリアアップの段階を適切に踏

まえるなどしながら、教師本人のモチベーションとなるような形で、適切な研修の奨励や

人事交流等を推進することが重要である。また、学びの契機と機会を確実に提供するとと

もに、学校外の資源も活用しながら、学校全体で特別支援教育の支援体制を構築していく

ことが重要である。 

   

○ その際、教師一人一人が、その後のキャリアパスに対する不安を感じることなく、特別

支援教育に関する新たな学びに参加しやすくなるような環境整備、業務の調整等を、教師

の成長に責任を有する管理職が積極的に講じるとともに、協働的な職場づくりを構築す

ることが求められる。 

 

〈具体的方向性〉 

・ 管理職（特に校長）は、学校全体の課題として特別支援教育が取り組まれるよう、

学校教育目標や目指す教師像など学校経営方針や学校経営計画において特別支援教

育に関する目標を適切に設定するとともに、各学校が行う学校評価の中核となる評

価項目・指標としても必ず盛り込むこと。 

・ 校長は、校内人事を行う際、各教師に適切な経験が得られ、納得感を持って特別

支援教育に前向きに取り組まれるよう、各教師との積極的な対話を図ること。 

 

２．教育委員会 

（特別支援教育の教員育成指標への位置付けの明確化、教員育成指標に基づく研修の充実） 

○ 都道府県教育委員会等の任命権者は、特別支援教育に係る専門性を教員教師や管理職

の育成指標により明確に位置付ける必要がある。 

 

○ また、任命権者において、教員育成指標と関連付けながら、体系的・計画的な研修をた

国の研究動向等も踏まえながら体系的・計画的な研修を実施することも求められる。 
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〈具体的方向性〉 

・ 任命権者は、教員育成指標に、連続した多様な学びの場を想定した特別支援教育

に関する指標を設定し、当該指標を踏まえた教員研修計画に基づき、初任者研修や

中堅教諭等資質向上研修等を含む研修において、特別支援教育に関する内容を充実

させること。 

・ 任命権者は、教職大学院等の大学と連携し、教師が教職大学院を利用しやすい仕

組みを整えるなどして研修を充実させること。 

・ 任命権者は、管理職の教員育成指標に、特別支援教育の制度等に関する理解のほ

か、特別支援教育の側面からのマネジメント能力が発揮できるよう設定し、そのた

めの管理職研修の内容を充実させること。 

・ 任命権者は、管理職の特別支援教育に関する知見や経験を蓄積するため、各管理

職の特別支援教育（特別支援学校、特別支援学級、通級による指導等）に関する経

験を聴取し、その後の管理職養成や、研修の企画立案等に活用すること。 

 

（特別支援教育に関する高い専門性を有する人材の育成・キャリアパスの構築） 

○ 教育委員会や管理職等は、特別支援学校の教師、特別支援学級の担任、特別支援教育コ

ーディネーター等としての経験など特別支援教育に関する高い専門性を有する熱意のあ

る教師の更なる活躍の場を創出することで、教師本人のキャリアパスのほか、組織や地域

全体の特別支援教育の振興を見据えた職域の開発を工夫していく必要がある。 

 

〈具体的方向性〉 

・ 教育委員会は、特別支援教育に関する資質能力の高いミドルリーダーの育成や、

特別支援教育の経験が豊富な教師の配置（例：特別支援教育に特化した主幹教諭や

指導教諭）など、小中学校等における特別支援教育担当の指導主事候補者の育成も

見据え、特別支援教育に秀でた者のキャリアパスを構築すること。 

 

（特別支援教育に関する専門性が評価される仕組みの構築） 

○ 任命権者が作成した教員育成指標などと関連付けながら、教師が、学んだ学習コンテン

ツの種類や学びを通じて得た気づきなど多角的な情報を、教師自らの振り返りや、任命権

者や管理職等との関係で活用できるようになることで、教師が「現在の姿」や「将来の姿」

をより高い頻度で適切に設定し、必要な学びを選び取るとともに、キャリアパスを具体的

に構想していくことが必要である。 

 

○ 特別支援教育に関する専門性の高い教師が、最終的な政策決定に携わる状況が必ずし

も多くない中、任命権者は、学校現場や教育行政組織におけるキャリアパスの明確化を図

ることが重要である。 
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〈具体的方向性〉 

・ 任命権者は、管理職選考に当たって、特別支援教育の経験（特別支援学校、特別

支援学級、通級による指導、特別支援教育コーディネーター等）を考慮することと

し、人事計画の中で適時・適切に経験する機会を提供すること。 

・ 教育委員会は、教師経験者を教育委員会の幹部として任用する際、特別支援教育

の経験が生かされるよう考慮すること。 

・ 任命権者は大学と連携し、大学の養成課程又は採用後の免許法認定講習において、

特別支援学校教諭免許状の教職課程コアカリキュラムの一部の履修や習得した単位

の情報、研修受講（特総研による「学びラボ」等）の履歴を活用する仕組みを構築

し、継続的な研修の推奨、キャリアパスや配置に反映できる仕組みを普及すること。 

 

３．大学 

（大学の資源の有効活用による教職課程の充実） 

○ 特別支援学校教諭免許状の教職課程を有する大学のうち、視覚障害領域や聴覚障害領

域に係る特別支援学校教諭免許状の教職課程を有する大学は他障害種を有する大学より

少なく、当該免許状の保有率の改善の観点からも、特別支援学校教諭免許状の教職課程を

有する大学が、大学間連携・共同による双方の強み・特色を活かした教師養成機能の強化

を図るなどの取組が期待される。 

 

○ 大学では、教員養成のビジョンを持ち、他大学や関係機関とも連携し、計画的に特別支

援教育領域における教員養成を進めていくことが必要である。 

 

〈具体的方向性〉 

・ 大学は、国内の地域ブロック単位で、大学の資源を相互に活用・共有し、特別支

援学校教諭免許状の５つの障害領域を計画的に取得できるような取組が望ましいこ

と。具体的には、例えば、単位互換制度や遠隔メディアシステムを活用した授業に

よる履修などによる単位取得を可能とする大学間の体制の整備や取組が考えられる

こと。 

 

（教育委員会との連携による実践力の養成） 

○ 教育委員会や学校現場においては、教職課程において、学校現場の実践や状況を踏まえ

た基本的知識等を学生が獲得することが求められていることを踏まえ、大学には、教育委

員会と密に連携しつつ、以下の取組を行うことが求められる。 
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（小学校等教諭免許状の教職課程における特別支援教育を担う教師の人材育成・確保） 

○ 「令和の日本型学校教育」を担う教師においては、いずれの免許状を有する教師であろ

うと全ての教師が、通常の学級、通級による指導、特別支援学級といった、連続性のある

多様な学びの場において、特別な支援を必要とする、又は特別の教育的ニーズのある幼児、

児童又は生徒を指導することを前提に、全教師に共通に求められる特別支援教育の基本

的な知識技能を習得する必要がある。また、小学校等において実際に特別支援学級や通級

による指導を担当する教師は、こうした基礎的なレベルにとどまらずを超えた、特別支援

教育に関する専門性を必ず身に付けておくことが求められる。このような状況に鑑みれ

ば、が必要であり、こうした力を身に付けるためには、まず大学における養成段階におい

て、以下の取組を進める必要がある。 

 

〈具体的方向性〉 

・ 大学は、特別支援学校教諭の教職課程のみならず、小学校等の教職課程において

も、特別支援教育に関する科目等の充実を図るとともに、これらの学生の学びを十

分に保障すること。小学校等教諭免許状の教職課程で学ぶ学生に対し、履修状況等

に応じ、可能な範囲で、特に、特別支援学校教諭免許状の教職課程コアカリキュラ

ムのうち、自立活動に関する内容を含む授業や、発達障害領域を取り扱った授業等

を履修してを優先して学びを深めることを求めたりができるよう、該当授業科目の

単位の修得を推奨すること。さらに、教員養成大学・学部を中心に教職課程の内外

〈具体的方向性〉 

・ 大学は、地域の教育委員会と連携しつつ、特別支援学校教諭免許状等の教職課程

において、特別支援学校の学校経営・運営の具現化に携わってきた指導主事、特別

支援教育コーディネーター、学校長等の経験者の実務家教員のうち業績のある者を

大学教員として積極的に登用し、学校現場のニーズに即した具体的な指導の充実を

推進すること。 

・ 大学は、実務家教員の任用にあたっては、教育委員会との協定等により現職教員

等の人事交流等を行うことも検討すること。 

・ 大学は、特別支援学校教諭免許状や小学校等免許状の教職課程における教育実習

においては、指導教員が学生を適切に指導することをはじめ、実習校と密に連携し

て運営を行うこと。 

・ 大学は、教職大学院における現職教員を対象とした課程において特別支援教育を

位置づけ、教育委員会や学校のニーズも踏まえつつ、全ての対象者が実践的な特別

支援教育に関する知識を得られるようにすること。 
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で特別支援教育に関する新たな科目の開発や履修の促進を積極的に図ること。 

・ 教育委員会及び大学は、教育委員会や大学においては、特別支援教育に関わる魅

力の発見や動機付けのための方策として、「中央教育審議会『令和の日本型学校教育』

を担う教師の在り方特別部会」の検討を踏まえ、下記に取り組むこと。 

- 小学校等教諭免許状の教職課程における教育実習時に、特別支援学校や特別支援

学級での実施も可能であることを踏まえ実習計画を検討すること 

- 小学校等教諭免許状の教職課程とは別に実施する介護等体験の実習先として特

別支援学校のほか、特別支援学級等での実習を積極的に行うこと 

などを推進すること。 

・ 国や教育委員会においては、大学の教職課程における単位修得に加えの内外を通

じ、学生段階から特別支援教育に関する資質能力を向上するための先進的な科目設

定やカリキュラムを促進するとともに、優れた取組事例の収集と好事例の周知を行

うこと。 

   

 

４．（独）国立特別支援教育総合研究所 

（学習コンテンツ等の質保証を行う仕組みの構築）（教師の学びを支える学習コンテンツの

体系化や内容の充実） 

○ 特総研には、免許法認定通信教育の開設や専門的な研修の実施、インターネットによる

講義配信等を通じて、教師の専門性向上に貢献することが引き続き求められている。 

 

○ 特に、オンラインでの学びが定着しつつある中、特総研がこれまで開発・提供してきた

「NISE学びラボ（特別支援教育 eラーニング）」やその他の学習コンテンツについて、教

師等が主体的に活用しやすい仕組みの構築やコンテンツの充実が求められている。 

 

〈具体的方向性〉 

・ 国や教育委員会、教育センターと協力し、教員育成指標の内容等と特総研が開発

している学習コンテンツの関連付けを整理し、それに沿って質の高い学習コンテン

ツを継続的・計画的に作成・提供すること。また、自己の専門性の状況を確認でき

るツールの開発について検討を進めること。 

・ 特総研における「NISE 学びラボ（特別支援教育 e ラーニング）」や各種研修等の

動画コンテンツ、研修テキスト等を教育委員会や学校、教師が自ら研修の目的に応

じて活用しやすいよう整理し一元的な提供を行うこととともに、活用事例を含めた

研修の手引きを作成すること。 

・ 特別支援教育に関する専門性は全ての教師に必要なものであり、学習コンテンツ

の提供等にあたっては、全国的な教員研修の実施を担う（独）教職員支援機構と密
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接に連携すること。 

・ 免許法認定通信教育について、都道府県教育委員会等と連携し、受講者の利便性

を考慮した運営の工夫や科目・単位の拡充に向けた検討を行うこと。 

・ 特別支援教育に携わる教師が授業で活用できる教材・支援機器等について情報を

収集し、情報発信を行うこと。 
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Ⅵ．特別支援学校教諭免許状の教職課程コアカリキュラムの活用 

○ 教職課程の質の保証や教師の資質能力の向上のためには、教師を養成する大学、教師を

採用・研修する教育委員会や学校法人、教育制度を所管する文部科学省等の各関係者が、

本コアカリキュラムの作成の背景や目的に対する認識を共有して具体的な取組を進めて

いく必要がある。 

 

○ 今後、本コアカリキュラムが各関係者において、広く、効果的に周知し、活用され、特

別支援学校教諭免許状の教職課程の質保証や特別支援教育を担う教師としての資質能力

の向上、ひいては我が国の全ての学校における特別支援教育の質の向上に寄与すること

を期待するものである。 

 

〈具体的方向性〉 

本コアカリキュラムの作成時においては、これを活用した教師養成の質保証を実現す

るために、教師の養成・採用・研修に関わる各関係者においては、大学と学校現場や教育

委員会との連携を核にしながら、以下の点に留意し、本コアカリキュラムを踏まえた対応

が求められる。 

 

【大学関係者】 

・ 各大学において、特別支援学校教諭免許状の教職課程を編成する際には、本コアカ

リキュラムの内容や教員育成「校長及び教師としての資質の向上に関する指標」を踏

まえるとともに、大学や担当教員による特色を出しつつ、体系性をもった教職課程に

なるように留意すること。その際、例えば、第３欄の中心的な領域である重複障害や

発達障害に関しては、教育課程編成上、第２欄との関連を十分踏まえて行うことが必

要であること。 

・ 特別支援学校教諭免許状の教職課程の担当教員一人一人が担当科目の授業計画を

立てるにあたっては、本コアカリキュラムの「全体目標」「一般目標」「到達目標」の

内容を修得できるよう設計・実施すること。 

・ 担当教員は、学生に知識技能の修得だけではなく、学生が教師としてふさわしい資

質能力を広く身に付けていけるよう、理論と「現場の経験」を含む実践的な学びとの

往還を意識し、学生との対話や振り返りなどの機会の確保に努めること。 

 

【任命権者】 

・ 教員養成を担う全国の大学で本コアカリキュラムの内容を反映させた教育が行わ

れるようになることを前提として、これを踏まえた教師採用選考や免許法認定講習

の実施や教員育成「校長及び教師としての資質の向上に関する指標」の検討を行うこ

と。 
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【国】 

 ・ 大学や教育委員会等の関係者に対して、本コアカリキュラムの内容や活用方法が広

く理解されるよう、分かりやすい周知の工夫に努めること。 

 ・ 本コアカリキュラムが、各大学の教職課程の質保証につながるよう、教職課程の審

査の中で適切に取り扱うこととし、実地視察において、本コアカリキュラムを活用す

ること。 
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Ⅶ．今後の検討スケジュールについて 

（特別支援学校教諭免許状の教職課程コアカリキュラムについて） 

○ 本報告に添付する特別支援学校教諭免許状の教職課程コアカリキュラム（案）について

は、「特別支援学校教諭免許状の教職課程コアカリキュラムに関するワーキンググループ」

における報告を受け、令和４年２月以降の本検討会議において必要な議論を行い、大学等

の事務負担も考慮しつつ、以下のスケジュールで施行する。 

・令和４年７月頃まで      ： コアカリキュラム策定・周知 

・令和４年７月以降       ： 大学の教職課程の点検・見直し（再課程認定を 

伴わない）、大学からの科目の変更届 

・令和５年４月、又は令和６年４月：コアカリキュラムに基づく教職課程開始 

 

（特別支援学校教諭免許状の教職課程コアカリキュラム以外について） 

○ 各関係者においては、今回本報告で示された方向性に沿って、速やかに検討・対応に着

手し、令和６年度には実現出来るよう取り組むものとする。 
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Ⅷ．おわりに 

○ 本検討会議においては、「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議」（令

和３年１月）の報告を受けて、特別支援教育の充実に向け、通級による指導や特別支援学

級、特別支援学校の教員の資質向上について検討を行った。 

 

○ このため、小学校等の通常の学級における教育上特別の支援を必要とする児童生徒の

関係についての言及が必ずしも多くないが、過去の調査においても分かるとおり、発達障

害があるとみられる児童生徒は各学級に存在しうるとともに、8割以上の学校に設置され

ている特別支援学級や、障害のある児童生徒の交流及び共同学習のことを考慮に入れれ

ば、特別支援教育は特定の教員のみに負わせられる課題ではもはやなく、全ての学校関係

者が教育の一つの大きな柱として正面から受け止めるべきものである。 

 

○ 一方で、全ての教育資源を特別支援教育にのみ重点的に振り向けられるほど現在の学

校を取り巻く環境が単純でないこともまた事実である。本報告は、そのような現状を踏ま

え、現実的に可能である範囲で、関係者が今後取り組むべき方向性を示したものである。 

 

○ 本報告の重要なメッセージの一つは、「令和の日本型学校教育」を支えている柱の一つ

として、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教

育の推進があり、それを実現していくためには、全ての教師が、特別支援教育の学びはな

くてはならないものとして自覚しながら、心おきなく主体的に研修に打ち込み、身につけ

た専門性を遺憾無く発揮し評価されるような姿の実現を目指すことが必須ということで

ある。 

 

○ また、特別支援教育では、従前より、障害のある子供一人一人の教育的ニーズに対応し

て、全ての子供たちの可能性を引き出し、持てる力を最大限度まで高めるための個別最適

な学びと、協働的な学びが実現されるよう、個に応じたきめ細かな学習の工夫を実施して

きた。このような観点からも、引き続き、障害のある子供たち一人一人の障害の状態や特

性及び心身の発達の段階等を踏まえたより効果的な教育活動を構想できるようにするこ

とが重要である。そのためには、教師の学びが画一的なものとならず、特別支援教育の経

験や他者から学ぶといった「現場の経験」も含む学びの多様性を重視することが、キャリ

アアップの段階を踏まえた教師の学びの姿を構想する上で鍵となるということも重要な

メッセージである。 

 

○ こうした姿を実現するためにも、学生は大学の教員と、教師は管理職と、管理職は教育

委員会との積極的な「対話」を踏まえながら、特別支援教育の専門性の高まりやその変化

を前向きに受け止めつつ、特別支援教育に対する学びが、自らの専門職性を高めていく営
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みであると自覚し、誇りを持って主体的に研修に打ち込むことができるようにすべきで

ある。その際、教師等の学びを支える教育委員会や管理職（特に校長）のリーダーシップ

とマネジメント能力が問われるということを十分念頭に置く必要がある。 

 

○ 文部科学省においては、本報告書に示す具体的方向性を踏まえ、その進捗状況の把握や、

フォローアップを行っていく必要がある。その際、今後必要な調査等を実施して具体的方

向性に対する実施状況等をフォローアップすることも含めて報告内容の実現を確保する

ことにも期待している。また、関係者への丁寧な説明や、研修コンテンツの開発や好事例

の情報発信等に努めるとともに、それらに必要な財源の確保が不可欠であることも強く

認識してほしい。 

 

○ 各大学においては、教職課程を編成する際、特別支援学校教諭免許状の教職課程コアカ

リキュラムの内容や教員育成「校長及び教師としての資質の向上に関する指標」を踏まえ

るとともに、大学や担当教師による特色を出しつつ、体系性をもった教職課程になるよう

に尽力していただきたい。 

 

○ 教育委員会や学校法人等においては、教師養成を担う全国の大学で教職課程コアカリ

キュラムの内容を反映させた教育が行われるようになることを前提として、これを踏ま

えた教師採用選考の実施や教員育成「校長及び教師として資質の向上に関する指標」の検

討、現職教師の強みを伸ばす育成、キャリアパス、管理職の養成の在り方等の人材育成・

キャリアパスの仕組みの構築の具体化を図っていただきたい。 

 

○ 学校においては、管理職がキーパーソンである。現場を預かる立場から、教師一人一人

の特別支援教育に対する学びの成果を学校全体の教育力の向上につなげていくことや、

加えて、個々の教師が次の学びに取り組むことができるよう組織として環境整備を行う

ことなど、教職員組織自体が学びの成果を鍵として、よりその質を向上させていく取組が

期待される。 

 

○ 本検討会議では、特別な支援を必要とする子どもたちが様々な学びの場でその可能性

を発揮できるための教師の在り方を常に念頭に置き議論を重ねてきた。本報告が特別支

援学校教育教諭免許状コアカリキュラムとともに活用され、特別支援教育のさらなる進

展に寄与することを願う。 

 


